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は じ め に 
 

 令和２年２月から世界的に流行した新型コロナウイルス感染症は未だ収束の

兆しも見えず日常生活が一変し３年目を迎えました。そして本年２月にはロシ

アによるウクライナ侵攻が始まり、国外への避難民が３月末で４００万人を超

え、破壊された町並みが連日テレビなどで報道されています。今の時代にあり得

ないと思われる武力による現状（領土）変更が現実化していることに衝撃を受け

るとともに、我が国にとって決してひとごとではなく、このような事態に教育が

果たす役割について考えさせられます。また、近年、環境保全や温暖化、資源の

枯渇は地球規模の問題となっており、世界的な取り組みが求められています。さ

らに、国内においては、平成の時代に戦争はなかったものの大震災が２度発生し、

異常気象による大雨や強風などの自然災害がたびたび発生するなど、甚大な被

害を受けています。つまり、コロナにしろ、ウクライナ侵攻にしろ、自然災害に

しろ予測困難な出来事が頻発しており、加えて平成初期のバブル崩壊後の不況

は今も続くなど、社会経済情勢は極めて不安定でますます先行き不透明な時代

に突入しています。 
 このような厳しい状況の中、学校教育部門では、小学校は令和２年に、中学校

は令和３年に、新学習指導要領に基づく教育が展開されています。厳しい時代だ

からこそ教育の出番であり、日本の未来は教育がすべてだとの強い信念を持っ

て、教職を誇りとし自らの人生を教育に懸ける先生方とともに、子どもたちに希

望と勇気を与えられるような教育に邁進する所存です。とりわけ予測困難な時

代に生きる子どもたちには、これまでにも増して確かな学力、豊かな心、健やか

な身体を育むことが重要であると思います。 
 一方、社会教育・生涯学習については、少子・高齢化の進展、人口減少、価値

観や生活様式の多様化などにより、いかにより充実した生きがいのある人生を

送るかという、新しいライフスタイルの構築が求められていることから、人と人

との繋がりづくり、そしてその環境づくり(機会や場)などの課題に鋭意取り組ん

で参ります。また、町体育館の耐震改修案件、墨古沢遺跡の保存整備に取り組ん

で参ります。 
 いずれにしても当町の教育行政は子どもたちや町民の方々が求める平和な生

き方、生きがいのある生き方に寄与するものでなければならないと思っていま

す。本計画は７つの分野でそれぞれの目標を掲げ、諸課題の解決に向けて効果的

な施策や事業を展開して参ります。優れた教育は人口増加に繋がる地方創生策

でもあります。本計画により、教育分野からの人づくり・まちづくりに取り組ん

で参りますので、皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。 
   

令和４年３月 
               酒々井町教育委員会教育長 木村 俊幸 
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１． 計画策定の趣旨 

 

 酒々井町では、令和４年度からの１０年間を計画期間とする第６次総合計画

を策定し、前期５年間の計画を前期基本計画としてとりまとめました。 

 これにあわせて酒々井町教育委員会では、町の前期基本計画と計画期間を同

じくする、第３期酒々井町教育振興基本計画を策定することといたしました。 

 この計画は、令和３年度までの第２期酒々井町教育振興基本計画に続くもの

で、酒々井町の子どもたちはもちろん、町民一人ひとりが「酒々井の教育」に参

加し、生きがいをもって生活することを目指すものです。 

 

２． 計画期間 

 

本計画の期間は、町の前期基本計画との整合性を図り、令和４年度から令和８

年度までの５か年です。 

 

３． 基本理念 

 

 町民の誰もが、歴史と文化、そして自然豊かな郷土・酒々井に愛着と誇りを持

ち、 を目指します。 

 

 

 主に学校教育において、たくましさとしなやかさを併せ持つとともに、確かな

学力・豊かな心・健やかな身体の調和のとれた「生きる力」を育みます。 

 

 

 心身ともに健やかな生活を送るため、生涯にわたって自ら学び、その成果を生

かすなど生きがいを感じられる生涯学習を推進します。 

 

 

 学校・家庭・地域・行政がそれぞれの立場で酒々井の教育に積極的に参加する

とともにお互いに連携し、お互いの絆とそれぞれの教育力を高め合います。 
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４．分野別の目標と取組方針（７分野） 

（１）学校教育                                             

 目  標   心身ともにたくましく、知性・感性豊かな児童生徒  

 学校教育では、やさしさとあたたかさに包まれた環境の中で、「知・徳・体」

の調和のとれた児童生徒を育成します。その際、基礎基本の定着を重視し、自ら

学び自ら考える教育、ＳＤＧｓの理念を踏まえた教育を推進します。 

また、ふるさと学習（酒々井学）をとおして「地域に誇りをもち、地域を愛する」

児童生徒を育成します。 

さらに、酒々井町の教育の特色の一つである「人権・同和教育」により、自分

の大切さとともに、他の人の大切さを認める力を培っていきます。 

また、安全・安心で安定した学校給食の提供、安全な通学路の確保、加えて、

家庭、地域、関係諸機関との連携を図りながら、地域ととともに歩む学校づくり

を進めます。 

 

（２）社会教育                                            

 目  標   生きがいある人生を歩む町民  

 町民一人ひとりのライフステージに応じて、人権意識が高まることを目的と

する人権教育セミナーの開催や関係機関と連携して家庭教育支援を行うなど

様々な学習機会の提供と内容の充実を図るとともに、電子書籍サービスの利用

を促進するなど、多様な図書館サービスの提供に努めます。 

 

（３）生涯体育・スポーツ                                      

 目  標   生涯体育・スポーツにより健康寿命を延伸する町民  

スポーツをはじめ、あらゆる身体運動及び空気や水などの自然環境負荷は体

育の手段であり、体育の目的である生活・生存能力の育成に関与しています。こ

のことをふまえ、生涯体育による心身の健康維持を目指すとともに、町民のライ

フステージや身体能力に応じて楽しく継続的にスポーツ等に参加または学習す

る機会を提供します。 

また、スポーツ活動団体と連携するとともに、活動機会の提供や補助金交付な

どを行い、活動を支援します。 

  

 



3 

 

（４）青少年の育成                                         

 目  標  多様な価値観・生き方に触れ地域の中で成長する子どもたち  

学校・家庭・地域・行政が連携して青少年健全育成のための啓発活動や相談体

制の充実に努めます。 

 

（５）歴史・文化                                            

目  標  歴史・文化・芸術とともに生きる町民  

 地域の文化遺産である本佐倉城跡や墨古沢遺跡をはじめとする文化財や獅子

舞等の伝統文化に誇りを持ち、次世代へつなぐために保存・継承に努めます。 

 また、文化活動団体に対して活動機会の提供や補助金交付などを行い、活動を

支援します。 

 さらにプリミエール酒々井などを活用し、町民が芸術を鑑賞する機会を提供

します。 

   

（６）国際交流・国際理解                                      

 目  標   郷土や国を愛し、世界平和を希求する児童生徒  

 学校教育において、外国語指導助手（ＡＬＴ）や小学校英語専科教員を配置し、

英語力を高め、国際社会で活躍できる人材の育成に努めます。 

 また、町立中学校生徒を外国へ派遣したり外国の子女を受入れるなど、交流に

より人々の間の偏見をなくし、多様性を認め合う体験を通じて、自国と他国を敬

うとともに互いを尊重し、世界平和を希求する児童生徒を育成します。 

 なお、外国人とのコミュニケーションにおいては自国を理解したり誇りを持

つことが重要であることから、ふるさと学習（酒々井学）を推進します。 

 さらに、町立保育園でも英語教室を実施し、小中学校と合わせて一貫した英語

教育を実施します。 

 

（７）教育行政の推進                                        

 目  標   町民の幸福度の向上  

人々が求める平和な生き方、生きがいのある生き方に資する有効な施策の展

開に努めます。 

そして、地域と協働して地域振興に結びつく教育活動を展開し、学校を核とし

た地域創生を推進します。 

 また、効率的で効果的な教育行政を推進するとともに、子どもの教育に対する

補助など保護者の負担軽減を図ります。 

 さらにＳＤＧｓの理念に沿った行政運営に努めます。 
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５．分野別の施策 

（１）学校教育                                             

 ①現状と課題 

  ○本町では「しなやかに すこやかに いきいきと生きる人づくり」という基

本理念の下で、確かな学力・豊かな心・健やかな身体が調和した「生きる力」

を育むことを最重要課題として、学校教育に取り組んでいます。 

  ○町立の２つの小学校と１つの中学校の校舎は、すべて耐震改修工事が終

了していますが、各校とも築後年数が経過し、一部に老朽化が見られます。

学校用地に関しては、酒々井小学校で借地が残っていること、酒々井中学校

でグラウンドの拡張整備が必要なことなどが今後の課題となっています。 

  ○情報化社会の進展に伴い、本町でも小中学校児童生徒への１人１台端末

機器の配付、各教室のＷi -Ｆi環境の整備などが完了。今後さらにＩＣＴ教

育体制の整備を進めていきます。 

  ○町内には町立保育園、幼稚園、認定こども園があり、各施設で特色ある保

育活動・幼児教育活動が実施されています。また、就学前児童がスムーズに

義務教育へ就学できるよう関係機関と連携し、言葉や心身の発達について

一人ひとりの子どもに応じた就学支援を行っています。 

○教育は学校と家庭・地域が一体となって行っていくものという考え方の下

で家庭・地域住民が学校の教育活動に参加する取組を推進することが重要で

す。また、通学時の児童生徒の安全確保を徹底する必要があります。 

  ○いじめの問題は複雑化・陰湿化しており、見えにくくなっています。また、

児童生徒が抱える問題は一人ひとり異なっており、それぞれに対して個別

に向きあっていく教育が求められています。 

  ○築後４０年が経過する給食センターでは、安全・安心で安定的な学校給食

の提供のため、施設設備の修繕や更新を行うとともに、建替え等も含めた施

設のあり方についての検討が必要です。 

  ○学校給食を通して「食育」の指導、充実を図っています。また、学校給食

における地産地消推進のため町で生産された米や野菜、加工品の使用を心

がけています。 

②重点的な取組 

・教育環境の整備 

・確かな学力の向上 

・豊かな心の育成 

・教職員の資質能力の向上 

・特色ある教育活動の推進 

 

 ＩＣＴ教育（1人 1台ＰＣの活用） 

 



5 

 

・幼児教育の充実 

・健康・体力づくりと食育の推進 

③目標値 

目標 目標の説明等 現行 目標値 

１ 

千葉県標準学力検

査の県平均との差

異 

「確かな学力」

の定着を把握す

るための目標と

します。 

小学校＋３．７点 

中学校＋４．２点 

小学校＋５．０点 

中学校＋５．０点 

２ 

人権意識調査で

「自己肯定感に関

する問題」に肯定

的な回答した児童

生徒の割合 

「自己肯定感」

の向上を把握す

るための目標と

します。 

小学校８５．５％ 

中学校７４．３％ 

小学校９０．０％ 

中学校８０．０％ 

３ 

千葉県教育委員会

が交付する運動能

力証の交付を受け

た児童生徒の割合 

「体力」の向上

を把握するため

の目標としま

す。 

小学校５年生 

男子１０．７％ 

女子１４．８％ 

中学校２年生 

男子 ９．８％ 

女子３０．５％ 

（千葉県平均値） 

小学校５年生 

男子１５．０％ 

女子２０．０％ 

中学校２年生 

男子１５．０％ 

女子３５．０％ 

（酒々井町平均値） 

４ 
酒々井小学校用地

の町所有割合 

借地の計画的な

取得を目指すた

めの目標としま

す。 

８８％ ９４％ 

資料 学校給食の状況（令和４年３月１日現在） 

学校別 学校数 供給人数 供給回数（中止） 

小学校 ２校 ８９０人 １９３回（１回） 

中学校 １校 ５６７人 １９３回（１回） 

合計 ３校 １，４５７人 １９３回（１回） 

※①供給人数は、教職員・給食センター分を含む 

※②台風（令和３年１０月１日）により３校休校したため、給食中止 
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スポーツテストの実施 

 

 

 

安全・安心でおいしい給食を提供します 

衛生管理基準に基づく温度確認 
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（２）社会教育                                             

 ①現状と課題 

  ○本町では、町民がいつでも、どこでも誰でも学ぶことができる生涯学習の

制度として、「酒々井青樹堂」を運営しています。その中でも、子ども向け

の「こども青樹堂」、成人向けの「しすい青樹堂」、日本語を母国語としない

方を対象とした「コスモス会日本語教室」など幅広い分野の学習機会の提供

を行っていますが体験活動や社会人向けの学習機会が少ないことが課題と

なっています。 

  ○中央公民館とプリミエール酒々井は、町民の生涯学習の中心的な施設で

あり拠点となっています。しかし、利用者は減少傾向にあり、利用者増を図

ることが課題です。 

  ○町立図書館では、令和３年度から電子書籍サービスを開始しましたので、

利用者増を図ることが課題です。 

  ○町民が生涯学習に取り組むきっかけづくりとして、ニーズを踏まえた学

習機会等に関する情報を提供することが重要です。 

 ②重点的な取組 

  ・学習機会の充実と学習活動の支援 

  ・生涯学習の推進体制の整備 

  ・多様な図書館サービスの利用促進 

  ・学習関連施設の整備 

③目標値 

目標 目標の説明等 現行 目標値 

１ 

町民一人あたりの

図書貸出冊数（電

子書籍含む）（年

間） 

図書館の利用促進を

図るための目標とし

ます。 

４．２冊（令和

元年度実績） 
５．０冊 

 ※電子書籍サービスの開始は、令和３年９月からのため現行の実績には含ま

ない。 

資料① 中央公民館の利用状況の推移 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

利用延人数（人） ４３，１０６ ３９，６０８ １０，７６４ 

開館日数（日） ３０４ ３１２ ３０４ 

一日平均利用人数（人） １４２ １２７ ３５ 
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資料② プリミエール酒々井の利用状況の推移 ※図書館利用者含む 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

利用延人数（人） １４１，８９２ １３５，１０７ ４０，７４８ 

開館日数（日） ２９７ ２９４ １５９ 

一日平均利用人数（人） ４７８ ４６０ ２５６ 

資料③ 図書館利用状況の推移 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

総貸出冊数（冊） ９７，４４０ ８９，９９６ ６８，５８１ 

一日平均貸出冊数（冊） ３３７ ３１３ ２９２ 

登録者数（人） ６，９４２ ６，７６９ ６，０３１ 

開館日数（日） ２８２ ２８１ ２３０ 

※令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により一時閉館 

  

第１回しすいリッチハートコンサート 

 

令和３年度図書館講演会 
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（３）生涯体育・スポーツ                                       

 ①現状と課題 

  ○国のスポーツ基本計画では「若年期から高齢期までライフステージに応

じたスポーツ活動の推進」「スポーツを通じた健康増進」といった施策が盛

り込まれており、日常の社会生活の中でのスポーツの重要性が指摘されて

います。実際に近年、年齢や体力に応じて気軽に参加できるスポーツ活動へ

のニーズが高まっています。 

  ○本町では教育委員会主催事業はもとより、スポーツ団体が行う様々なス

ポーツ大会、スポーツ教室など、町民がスポーツに触れ合う機会が数多く設

けられており、多くの町民が参加しています。 

  ○誰もが気軽にスポーツに参加するためには、活動の「場」を整備する必要

があり、その取組として学校の体育施設等の有効活用が求められています。

町の体育館は老朽化が進み、現在使用できない状況にあり、整備・改修につ

いて検討する必要があります。 

 ②重点的な取組 

・生涯体育・スポーツに参加できる環境の整備 

  ・スポーツ活動への支援 

③目標値 

目標 目標の説明等 現行 目標値 

１ 

スポーツ大会など

への参加者数 

年間／年度末人口 

健康体力づくりと町民

の相互交流を図るため

の目標とします。 

１９．８％（令和

元年度実績） 
２２．５％ 

資料 スポーツ大会等への参加者数の推移 

平成２８年度 ４，７７６人 

平成２９年度 ４，４６０人 

平成３０年度 ４，７５３人 

令和元年度 ４，１１２人 

令和２年度 ５８０人 

 

 

 

 

 

 

  

 

陸上競技教室 
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（４）青少年の育成                                          

 ①現状と課題 

○共働き世帯の増加などにより親と子が触れ合う時間が減少し、また子ども

会活動への参加者が減少するなど、子どもと地域のつながりの希薄化も進ん

でいます。こうしたなかで、家庭、学校、地域が一体となって青少年の健全

育成に向けた取組を行う必要があります。 

 ②重点的な取組 

  ・家庭の教育力の向上 

  ・地域の教育力の向上 

③目標値 

目標 目標の説明等 現行 目標値 

１ 

青少年健全育成事

業への参加者数

（年間） 

青少年相談員、町子

ども会育成連絡協議

会及び町教育委員会

主催事業への参加を

促進するための目標

とします。 

４６５人（令和元

年度実績） 

７５７人（各事業

の募集定員合計） 

資料① 町子ども会育成連絡協議会に加盟している子ども会数 

 平成 23年度：9 平成 24年度：7 平成 25年度：6 平成 26 年度：5 

 平成 27年度：5 平成 28年度：5 平成 29年度：5 平成 30 年度：5 

 令和元年度：4 令和 2年度：4 令和 3年度：2 

資料② 町子ども会育成会連絡協議会主な事業（令和元年度） 

事業名 会場 

町子連理事会①②（球技大会・安全共済・映写会） 中央公民館 

ふれあい球技大会 酒々井小学校 

星空の映写会（青少年相談員との共済事業） 中央公民館 

町子連理事会③（町スポレク祭・体験教室） 中央公民館 

子ども会体験教室 酒々井コミュニティプラザ 

町子連理事会④（次年度事業計画） 中央公民館 
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（５）歴史・文化                                            

 ①現状と課題 

  ○本町には、千葉氏後期の本拠地となった本佐倉城跡と、旧石器時代の国内

最大級の環状ブロック群（環状集落）である墨古沢遺跡があり、ともに国史

跡に指定されている町が誇れる歴史資産です。 

  ○墨古沢遺跡は、まだ広く認知されていないため、保存・活用に向けた取組

を行っていくとともに、その周知を図る必要があります。 

○町の伝統文化である獅子舞は、後継者不足の解消が課題となっています。

これらの文化財や本佐倉城跡・墨古沢遺跡などの歴史遺産を保存・継承する

ことが重要です。 

  ○町内ではさまざまな分野で町民による文化活動が行われていますが、活

動団体構成員の高齢化、メンバーの固定化などによりその活動がやや停滞

してきている傾向がみられます。 

②重点的な取組 

・伝統文化の継承と文化財の保存・継承 

・文化芸術活動の振興 

③目標値 

目標 目標の説明等 現行 目標値 

１ 
本佐倉城跡案内所

の来館者数 

本佐倉城跡の認知度

向上を図るための目

標とします。 

８，６１５人（令

和３年度２月まで

の実績） 

１２，０００人 

２ 
指定・登録文化財

の件数 

文化財の適正な保

護・管理を実施し、

指定登録件数の増加

を目指します。 

５４件 ５７件 

３ 

プリミエール酒々

井・文化ホールの

土日祝日の稼働率 

文化ホールの活用推

進を図るための目標

とします。 

５０．４％（令和

元年度実績） 
６０．０％ 

４ 町文化協会会員数 

町民への文化・芸術

活動の普及を図るた

めの目標とします。 

３００人（令和２

年度実績） 
４００人 
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（６）国際交流・国際理解                                      

 ①現状と課題 

  ○社会のグローバル化が進み、豊かな国際感覚と広い視野を持つ人材の育

成が求められており、本町ではドイツ・オーストラリアとの国際交流事業を

実施しています。また、保育園（町立）での英語教室を含め、保育園から中

学校まで保小中１２年間での英語の一貫教育を実施し、子どもたちが国際

社会で活躍するために必要な確かな英語力の育成に努めています。 

 ②重点的な取組 

  ・国際人の育成推進 

  ・平和意識の高揚 

③目標値 

目標 目標の説明等 現行 目標値 

１ 

英語検定補助事業

により、英語検定

３級以上を取得し

た中学３年生の割

合 

「英語力」の向

上を把握するた

めの目標としま

す。 

４０．７％ ６０．０％ 

 

 

 

  

 

 

小学校の英語学習 

中学生のドイツ派遣 
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（７）教育行政の推進                                         

 ①現状と課題 

  ○ＳＤＧｓ、とりわけ地球環境の保全に関しては危機的状況にあり、今すぐ

に改善に取り組むことが喫緊の課題となっています。そのため、あらゆる教

育施策の中に取り入れていく必要があります。 

○教育長と教育委員による積極的な学校訪問や意見交換会などにより、町内

の教育の現状をふまえて、教育施策を推進しています。 

○教育に係る保護者の負担軽減のため、町独自の施策として中学校３年生 

に対する英語検定費用補助や給食の地元産食材購入費の町負担、第３子以降

学校給食費免除制度を実施していますが、今後も教育費の負担増が見込まれ

ますので、新たな負担軽減策を検討します。 

 ②重点的な取組 

  ・よりよい地域・学校づくり 

  ・教育事業の説明の推進 

  ・ＳＤＧｓに沿った行政運営 

③目標値 

目標 目標の説明等 現行 目標値 

１ 

町民意識調査にお

ける「教育・文

化」全般について

の満足度 

教育事業全般の円滑

な推進と町民満足度

の向上を図るための

目標とします。 

３．７８％（令和

２年度調査） 
３．９０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢酒々井町教育振興基本計画｣はホームページでご覧になれます。 

ホームページ http://www.town.shisui.chiba.jp/ 


